
言命
第 6号第 127巻

Z
U
二
1
3
一一、

i
A
2
1
2
Z
K
S
E
u
k
g
E
S
E
-
-
し
し
L
F

i マノレゼノレフと出版統制 (5) ....・ H ・...・・……木崎喜代治

イギリスにおける査察官(inspector)

23 司修沢立成の度制

第 1次大戦後の

46 夫茂尾ニューヨーク金融市場の国際化・・・・........…・中

1830年代フランス綿工業における

71 洋克水工場体制と産業構造・・ …........司・・ー一回清

97 Jl~ 哲渡わが国における電カ独占体の形成・

昭和 56年 6月

東郡 太事綾浮毎号曹



イギリスにおける査察官 (inspector)

制度の成立

近代的公務労働の形成(1)一一

(467) 23 

小沢修司

はじめに

従来，資本主義の発展と公務労働に関する問題は!行政学の領域においてウ

ヱーンミー的関心からの近代的官僚制度の研究として論究されてきているヘ ィ

ギ Pスにおけるそれを論究する場合も例外ではない。イギリスの場合. 1853牛

のノー λ コート=トレグエリアン報告書および1855年の枢密院令を画期として，

公務員の採用がそれ以前の情実による採用 patronageから公開試験制度による

採用へと漸次移行 Lてレくことに近代的官僚制度の確立過程をみてとると左が

中心的課題と Lて設定されていたへ も主よわ，資本主義的空産様式の全社会

的確立にともなって，資本幸義の基礎としての資本一一賃労働関係，わけても

二重の意味で自由な近代的労働者群が創出されていく過程に照応しながら公務

担当者の賃労働者化が進行するのは明らかであり，自由競争の論理が公務員採

用のあり方の変更を迫ることはいうまでもなかろうへかかる意味では，従来

の「公務員制度」論が資本主義の発展による公務労働の成立の事情の一面をつ

いていることはまちがいのないところであるc だが， この視角では，かかる公

1) たとえば，辻清明『日本官僚制の研究』弘文堂.19日年。
2) 足立忠夫「英国公務員制度の研究」弘文弘 1957年，赤木調留喜「イギリスにおける近代的公
務員制度目研究J W東京都な士辛法学会雑誌』第18巻第1・2合併号， 1978年1且。

3) ウェーパーの官僚制論は，生産手段や行政手段などから労働者が切り離されてい〈過程に着目
し，資本主轟のもとでの生産力の発展止社会的分業の発遣を丑代的官僚制の発生・発展の基礎に
すえるというす('れた着眼点をもっている(島恭彦『現代の国家と財政の理論』三一書房.， 1960 

年，参照入
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務員が担う公務労働の中身が問われることはなく，したがって，描かれた公務

員制度牛国家の行政機関が社会の行政需要や国民の要求からは遊離したものと

して，まさに「社会の上に立つ」ものとして無条件に前提されることとならざ

るをえない。ここでは，情実採用による公務員，行政の腐敗腐朽として，一枚

岩的に公務員一般が攻撃されうるのみであり，公務員制度改革が論じられても

住民生活から遊離した議論となる。

現代において鋭〈提起されている経済学の課題の一つに，住民生活のすみ F

みにまで拡がっている国家の機能を前にして，住民の〈ら G，健康，発達を守

り保障する公務労働論の構築があるが，上述した見地からの論究では，住民の

〈ら L，健康を破壊し発達の障害をもたらしまた公務労働者にも犠牲を強いる

強圧的 I行政改草」に対抗する理論的発展はのぞみえず，主主にそれに与すz理

論の提供に終る危険がある。今日要請される公務労働論は，公務員攻撃や住民

生活に密着した行政部門切り捨てなどに抗しつつ，資本蓄積による地域破壊，

労働者家族の貧困に歯止めをかける公務労働者と住民との同盟の前進と，行政

の官僚主義と営利主義に同をかける展望を切り拓くものでなければならない。

かかる見地から資本主義と公務労働の問題に論究するには，資本主義の発展が

地域や家族・共同体の解体をもたらすことで大規模に発生させる行政需要に促

迫されつつ行政の供給体制の変革がすすめられ，解体された共同業務を専門に

担う集団が一個の階層として形成されざるをえず，そして，彼らの労働が住民

のくらし健康，発達を保障するものと Lて位置つけられうるにもかかわらず，

資本主義の進展は常に彼らを住民から切り離し社会の上に立つ官僚機構に転化

させてしぺ 般的傾向を告するという点に着目することが必要である。

資本主義の祖国として立ち現われるイギリスにおいて19世紀中葉は資本主義

の全社会的確立期とされ，急速にすすむ資本蓄積によって婦人・児童をはじめ

とする労働者の精神的肉体的な健康破壊が，都市問題，教育問題などをともな

いながら進行する時期に相当Lているのであるが，かかる期にまさに近代的な

国家行政機構の整備が行なわれるのであり， 本稿で論究する査察官4lが，労働
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者家族をはじめとする地域住民のくらし，健康，発達を守るもりとしても登場

する一般的法律の番人であると同時に，中央地方を通ずるかつての地主社会的

ともいいうる行政機構を，近代的な地方自治をともなった中央集権的なそれへ

と転化させる役割をももった中央政府の公務員として制度的に確立するのもこ

の期においてである。したがって， 19世紀中葉におけるイギリス査察官制度の

成立過程に分析のメスを入れるこ丘によって，資本主義の発展にともなう公務

労働の形成・展開の過程があとづ何られうるのである。それは同時に，社会か

ら山て社会の上に立一つ官僚機構の形成と，その破砕にもとづく公務労働の住民

へのとりもどしの展望をも示唆しうるであろうへ

I 産業革命による地域社会の変貌

18世紀後半より始主った産業革命の進展の結果，機械制大工業に基礎を置く

4) 我が固において，イギFスの査察官制度全体を考察した研究としては，行政学の併究領域での

先行研究として，綿貫芳源『英国地方制度論』朝倉書居， 194監~，がある。それは，欧米におけ
る研究の反映もあって，イギリス中央政府の地方政府に対する行政には権力性が欠却しており.

査察官による行政が争り権力悼の欠加を体現寸~，との視角での論究であ札社会的経済的階級

的な総合的視角からの研究によって捕われなければプルヅョア国家イギリスの現実の分析として

は不充分であるg 個別の査察官制度については，教育査察官制度の成立に努力したヶィ・ vャト

ウルワース KayShuttleworthおよび枢密院教育委員会に焦卓をあてて公教育の成立展開過

程を分析した三好信浩『イギリ λ公教育の置史的構造』亜紀書房， 19日年，がすぐれており，工

場査察官については，荒木諒之「英国初期工場立法と工場監督制Jr熊本大学法文論叢』第8号
1956年，がある。

5) 近年，イギリス査察官制度が欧米の歴史学界で注目されはじめたのは.196U年前後からの「行

政革命」論争の展開の影響であったロ 「行政草命」論争は，ダイシ A. V. Diceyが「ベソ+

ム主義すなわち個人主義の時代」と規定したイギリスの19世紀のほぼ第丸第3四半期にあたる

時期を，イギリ λ団体主義 col1ectivism，福祉国家の起源としてとらえかえした上で，ペソサム

主義の「国家子捗と自由放任」の 2つの魂の関連を問うものとして展開されてきたものでらった

が.思想の，現実に対する影響を探ろうとすれば，現実認識がいわば議論の共通叩土台として確

定されざるをえなくなるりは当然り乙とであり， こうして新たな中央行政機関としての査察官

職ー査察官の仕事が注目されてきたのであった。木荷で主に依拠したロパーツD.Robertsの

Vi.ctonan 0門"ginsof the British Uら~lfa問 State， 1960. はζ こに位置する。(我が固での

「行政革命J論争の紹介は，岡田与好「自由放任主義と社会改革Jr社会科学研究』第27巻第4

号， 1肝6年，があり，宇野閥階請をめぐる議論が展開されている固加藤栄一「自由主義国家論ノ

ート」金子・鶴田他編『窪済平における理論歴史政策』有斐閣， 197&年，を参照。欧末での

論争の整理は， D.F四 ser，The Evol叫 ionof the Engl“h Welfa四 State，1973，あるいは最

近のものでは， U. R. Q. Henriques， BefQ;同 theWelfa開品向te，1979， pp_ 259 ff を参照J



26 (470) 第 127巻第6号

産業資本主義古n9世紀の30年代ごろには確立することとなる。機械制大工業は，

マニュファクチュアによって惹き起こされていた社会内分業り発展を徹底きせ，

貨幣・金融市場の形成，交通 運輸・通信の変革などの生産諸条件の整備を促

しつつ，資本主義的生産様式を全社会的に浸透させていった。この過程を通じ

て，農民からの土地収奪を基礎過程とする本源的蓄積が進行L，農民の生活手

段と生産手段とは資本の物的要素に転化されることで資本のための圏内市場が

形成さ.れてくる。資本主義的生産様式の基礎としての、いわゆる「二重の意味

で自由な」労働者が生み出されて〈るこの過程は，資本のための商品生産=営

利の場が創出される過程と 致するとともに，資本主義がそれまで農民や労働

者を結びつけていた共同体的諸関係を掘り崩していく過程にも照応することと

なる。いわば資本主義のもとでの貨幣の力と私的利害が労働者から財産をとり

上げ共同体的諸関係から彼らを解雪放つことで，一方では資本のための営利獲

得の場宜保障していきつつ，他方では従来は地域社会の共同体的諸関係のもと

で営なまれてきた共同業務を解体させ大規模な行政需要を発生させながら，

「二重の意味で自由な」労働者群を創出しこうして資本主義の全社会的確立

を実現することとなるのであるヘ

地域社会の変容をもたらすこととなった産業革命の諸結果を， ウ z ヅプ夫妻

S. and B.Webbに従って整理すると次の通りとなる。第1，人口の集中，第

2，公害の破壊的噴出，第 3，貧民の増加，第 4，犯罪の増大?)。

人口の集中は，いうまでもなくイギリス工業の発展につれてのものであり，

機械制太工業の確立と農村での土地収奪とが工場地域への大量の人口流入を惹

き起こしたのであった。なかでも工業発展の主導となった木綿工業は，その中

心地ヲンカンャの人口を急激に増大させる ζ ととなった。 1801年から1841年の

6) 費働者がいわゆる「二重の意味で自由」であることの意味を， I財産からの自由」と「共同体
からの自由」としてとらえ，そのことによって職域および地域における労働者の賞困化とその発
達への転化の条件を統的に探ろうとする試みは，池上惇『現代国家論』青木書官， 1開O年，を

参閑.
7) S. and B. Webb， English Local Governm朗 t一品atuto叩 Auth01-iti出 向rS.ρecial 

Purtoses， 1922， pp. 398 ff.む.p. pp. 398--413 
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40年間に， ランカシノャの人口は67万3，000人から166万7，000人へと2.5倍となり，

主要都市リパプーノレ，マンチェエターはそれぞれ8万2，000人からお万6，000人へ

ι3.5倍， 7万5，000人から23万5，000人へと3.1倍にも急膨張することとなったへ

資本の無制限な搾取欲求にもとづく労働人口6都市への集中は，無秩序な住

宅建設や上・下水道の不備などを通じて，住民の健康を破壊する大規模な公害

を発生させることとなる。 1832年，マンチェスターでコレラが大流行した際に

設けられた調査委員会の報告によれば，査察きれた6，回1戸のうち2，221戸には

便所iがなく，また687の街路のうち248の街路はまったく舗装されず. 53の街路

が部分舗装で， 112の街路は通風が悪<， 352の街路にほ戸口によどんだ水たま

りや汚物の山や廃物が放置されたままになっていたヘ労働者家族がp こう L

た不衛生な住居，通風が悪ししめっぽく，悪臭の漂った住環境に加えで，粗

末な衣服，不純物の混ざった食物を不充分にしか与えられないという状態のも

とに置かれ，そとでの生活を強いられるならば，彼らの肉体が蝕まれていくこ

とは明らかであった。

当時の主要都市の死亡率を見れば，大都市マンチェスターが， 1，000人につき

33.8人， リパプーノレが，同34.8人。、ずれ

も1841年〉ときわめて高水準を記録して

いる(第1表参照J。第2表は，そのマ γ

チェスターをイングランド東中部の農村

州ラトランドシャと比べたものである

が，大都市マンチェスターにおける労働

者家族の平均寿命はたったの17歳と著 L

い低きを記録し工場における婦人・児

童の過度な労働と不衛生な住環境などが

第 1表主要都市における死亡率
1. 000人に対して一一

1

1831年
1

1剖 1年

メ ミンガム l凶ベ 27.2人

ズ 20~ 1 27.2 

プリストル 16.9 1 31 

リパフーノレ 1 21 削

出所) S.E. Fin町 ，The Life and Times 
ザ、SirEd乱闘仁Yradt山 cム1952，p.213 
より作成

8) B. R. Mitchell and P. Deane， Abstract of British Historical Stat叫 ics，1962， p. 20， 
p. 24 

9) S. and B. 'Webb.ゆ白 人 pp，401-402，E. Chadwick， Retort on the Sanita1ッCondition

of the Labo叩 τ'ngPoTUlatωn of Gt. Bn.tm:叫 1842，ed. by M. W. Flinn， 1985， p. 112 
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第 2表都市と農村における平均寿命の比較

[1837年〕単位歳

|判的職業人・ジエ I 小売商人〈注〉 職人・労働者
1のJ 家ト族リーおよびそIおよびその家族 およびその家族

一一 I . 38 I 
ラトラ γ ドツャ 52 41 38 
Ru帥 d拍 e I 

注〉 ヲトランドγ ャでは借地農業者，牧畜業者を官む
出所') E. Chadwick， Reto吋 onthe Sm包""叩 Conditionof the Labauring 

POtu!，叫 ronof Gt. B円'tain，1842， 00: by M. W. Flinn， 1965， p. 223 

加わって，抵抗力の弱い生命が奪い去られている事情が雄弁に物語られていよ

う。 ζ うして19世紀の第2四半期ごろには，イギリスのすべての都市で「無計

画で投機的な住宅建設，下水設備の欠如，そして規制をうけないスラムの発生

が公衆の健康に及ぼす危険は，深刻な問題として認識される」ようになコてい

たのである'"。

加えて，農民からの土地取り上げと農業革命によって牛み出きれ，ま売機械

制大工業によって可能とされた，絶えず産業循環の波に洗われる農村や都市に

おける過剰j人口は，従来の貧民救済の制度を根底から揺るがさずにはおれなか

っ主こu)。

犯罪についても富と貧困の集中する都市におけるほど発生率は高くなり，ギ

ャスケル P.GaskeJlによれば， 1833年段階で田舎の1，044人に 1人にたいして

都市では 840人に 1人の割合で犯罪が発生していたのであった'"。

工場における機械の採用は，婦人・児童を家庭から工場へとひき出し，婦人

や児童からは家庭内での「家族自身のために行なわれる自由な労働」や「遊

び」が奪い去られ工場での強制労働にとって代わられることとなる。機械の資

本主義的充用は，労働過程における婦人や児童，成年男子の精神や肉体を蝕む

10) U. R. Q. He町 lques，op. Cι， p. 3 

11) さしあたり，小山時男『西洋社会事業史論』光世館， 1978年，赤木須留喜rI834年の救貫怯の
改正11)12)[，)J W国家学会雑誌』第71巻第1号，第2号，第12号， 1957;年，島照.

12) D. Roberb;;， op. Cμ， p. 4 
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が，それと同時に，生活の場であり労働力の再生産の場である家庭から「家族

の消費のために必要な労働」が奪われ家族の機能が破壊される訳である>3，

こうして，ブルジョアシーに未曽有な富の蓄積を許した産業革命は，家族や

地域社会を急激に変貌させ，ありとあらゆる貧困状態を生み出したのであった。

当時，同時代人としてのエンゲノレスは，イギリスの都市労働者階級のおかれた

状態を詳しく観察したのちに総括vc，社会は解体状況にあると言明した川。

機械が採用される以前の労働者たちは，静かで地域社会ととけ込んだ生活をし

ており，社会の名望ある階級とも融合していたのであッたが，それが，生命。

再生産・維持まで脅かされ犯罪の激増などあらゆる「社会戦争が完全に勃発」

しているような状況にまで社会の紳が断ち切られてしま η ていたのであった1日。

かかる社会解体は，プノレジョアジーをして心底震えあがらせるもりであった。

なかでも，社会から見放されブルジョアジーや地主階級とは独自の道を歩みは

じめた労働者階級の運動が，たとえば労働時間短縮運動を高まらせ一般的法律

による機械の時間外操業停止を求めるようになり<6，また30年代から40年代に

かけてのチャーチスト運動で自らの政治権力の奪取をも闘争課題に据えるまで

になってくれば，支配階級としては，社会解体に歯止めをかけ，労働者家族の

生命。再生産を保障する措置をとらざるをえなくなることは必至であった。

産業革命を経ることで資本主義社会が成立するが，それは同時に，労働者家

族，住民の生活と生命の再生産の場である地域社会をかくも変貌させ，社会の

紐帯を引き裂いていく ζ とともなり， こうして大規模に行政需要を創出してい

かざるをえなかった。それは当然，行政の供給体制の変革をも迫らねばならな

かった。次に，その事情を見 Cみることにする。

13) K. Marx， Das Kapiwl， 1， MEW， Bd. ~3， 1952， SS. 416-417，大内兵南，細川嘉六盈訴『マ
ルクス=エンゲルス全集』第23巻a，大月書庖.1965:金五 51ι516-ペーク。

14) F. Engels. Lage der arbeitenden Klass In England， 1845， MEl杭 Bd.2， 1957， S. 358， 
邦訳『マルクス=エシゲルス全集』第2巻，大月書!Ii， 19印年， 364ヘ ジ。

15) Ebenda， S5. 238-239， SS. 358-359，邦訳， 231-232ペジ， 364へーγ.

エ6) 湯浅良雄「労働日」島恭彦監悼『講座現代経済学』第2巻，脊木書庖.197白E
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11 共同業務の解体と旧来の行政機構の限界

労働者家族の生活が破壊的なまま放置され，人間と自然との物質代謝が撹乱

され，人聞の生命の再生産が不可能になるまで極限に達すると，社会の手伝よ

るそれら生命の再生産・維持を担う労働の再建が行なわれざるをえなくなるの

は当然の乙とであった。

当時の共同体的諸関係にもとづく共同業務の遂行は，たとえば道路の清掃で

いえば，教区が貧民 pauperを用いて公道 highwayに限って行なっており多

くの小路，中庭，私道などは対象外とされ， しかも住居からの排水や廃棄物や

汚物の処理主は全〈無関係に行なわれていたm 治安維持に関していえば p 治

安判事と教区の警察吏 constableに任され，教区民が順次夜警 nightwatching 

の任を果た Lていた"，。貧民救済も，当該の教区民が責任をもって救済すると

いう原則にもとづいて行なわれ，それに要する経費は土地および家屋の占有者

に課せられた救貧税で充当きれていたが，貧民の増大は救貧税の高騰をまねき

教区民の肩に重くのしかかっでいた"，。

こう Lた地域における共同業務を担う教区組織について一瞥するならば』教

区とは1601年のエリザベス救貧法以来いわば行政単位、としての末端組織であり，

1833年当時全国で15，53521))を数えていた。そこでは教区員会 vestry を決定機

関としそのもとに執行委員として教会委員 churchwarden，警察吏，公道監

視員 sUTveyorof highway，救貧監督!富 overseerof the poorがおかれてい

た。これらすべての執行委員は無給で 1年任期であった。こうして，救貧税な

ど独自の財源をもち，地域社会における共同業務を成員の参加によって担わせ，

自治意識を強〈住民にいだかせる，いわば共同体ともし、し、うるものが残存 Lて

17) 赤木頭留喜 [18岨年の公衆衛生法の成立JC東京都立大学法学会雑誌』第3巷第 1.Z合併号，
196~年， 435へ ν.

18) 向上， 459へーシ。

19) S. and B. Webb， English Loca1 G叫 'ernment.-English Poor Law Histo門.Part H， 

vol. 1， 19目" pp. 2-3，赤木，前掲論文 [1834'年の教賞法の改lE(2)J198-199ベ ジ。
20) E. H!CIlevy， The Triu明 :phof Reform 1830-41， 2nd ed.， 1950， p. 125 
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いたのであった2ヘ
この教区を監督 L，更には「裁判を行ない，居酒屋に免許を与え，刑務所を

管理し，精神病収容所を監督 LJ22)治安を維持するなど，カウンティのほとん

どすべての立法1 司法，行政を担当していたものが偉大な無給者」たる治

安判事であった。その治安判事による統治に，従来のイギリスにおける中央・

地方を通ずる統治の姿が映し出されているので簡単に略述、するならば，治安判

事には，住民からの尊敬と社会的威信を有し金とひまを有する地域社会の有力

者たる地主が任命されていた則。この治安判事が「カウ νティの真の支配者」

第 3表中央政府経費の推移一一連合王国 U.K←ー

単位百万ポンド， ( )内は%

年 |経費総額 公債費|民事費|軍事費|その他

1805 62.8 (100) 20.7(33.0) 5.2( 8.3) 34.1(54.3) 2.8( 4.4) 

10 81.5 (IOU) 24.2(29.7) 5.2( 6.4) 48.3く59.3) 3.8( 4.6) 

15 112.9 (100) 30.0(26.6) 5.8( 5.1) 72.4(64.1) 4.7( 4.2) 

20 57.5 (100) 31.1(54.1) 5.4( 9.4) 16.7(29.0) 4.3( 7.5) 

25 55.5 (lOU) 30.2(54.4) 6.0(10.8) 15.2(27.4) 4.1( 7.4) 

30 53.7 (100) 29.1(5.4.2) 5.4(10.1) 15.2(28.3) 4.0( 7.4) 

35 48.9 (100) 285(58.3) 4.6( 9.4) 12.1(24.7) 3.7( 7.6) 

4υ 53.4 (100) 29.6(55.5) 5.6(10.5) 13.8(25.8) 4.4( 8.2) 

45 54.8 (100) 30.6(55.8) 5.9(10.8) 13.5(24.6) 4.8( 8め
50 55.5 (100) 28.5(51.4) 7.0(12.6) 15.1(27.2) 4.9( 8.8) 

55 69.1 (目的 28.0(40.5) 7.7(11.2) 27.5く39.8) 5.9( 8.5) 

60 69.6 (100) 28.7(41.2) 9.7(13.9) 24.9く35.8) 6.3( 9.1) 

65 67.1 (100) '26.4(39.3) 10.2(15.2) 25.9(38.6) 4.6( 6.9) 

70 67.1 (100) 27.1(40.4) 11.0(16.4) 21.5(32.0) 7.5(11.2) 

出所) D. R. Mitchell and P. D.eone， Abstract of B円 tiihHistorical Statistics， 1962， PP 

396-397より作成。

21) 以上の教区についての説明は，赤木，前掲論文i1834年白書支賓法の改正(1)J9-12ペ)ジによっ
た。

22) D. Roberts， op. cit.， p. 8 

23) 治安判事による統治については，福井英雄 rw議会の黄金時代』における治安判事之議会政治
の構告(1)(2)(3lj Ii犬限市立大学法学会雑誌』靖12巻第1号，第2号，第3号.1965-19閏年，同

[18世紀イギ9スの地方政治と中央政治(1)(2)(3)j Ii立命館法学』第67巻j 第69.70巻，第71巻.
1967年，を事照.
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;第4表中央政府収入の推移 連合王国 U.K.-

単位百万ポンド

|地租山隅ド年 税 イクサイズ 印紙税アセス卜 よび便事業
タヅクス

1805 50.2 9.4 21.5 3.9 6.0 3.7 1.4 

10 69.2 14.6 21.8 6.0 8.4 12.4 1.7 

15 77.9 14.8 29.5 6.5 8.0 14.5 2.2 

2口 58.1 13.0 26.5 7.0 8.2 0.2 2.1 

25 59.7 13.5 28.5 7.6 5，3 2.2 

3日 55.3 19，2 21.0 7.4 5.3 2.2 

35 50.4 20.0 16.1 7.2 4.8 2.2 

40 51.8 23.2 11.6 7.2 3.9 2.4 

45 58.2 24.1 14，4 7，3 4.4 5.3 1.7 

50 57.1 22.3 15.0 7.0 4.5 5.6 2.2 

55 62.4 21.6 16.9 7.1 3.2 10.6 2.4 

60 70.1 24.5 20.4 8.0 3.2 9.6 3.3 

65 68.7 22.6 19.6 9.5 3.3 8.0 4.1 

70 73.7 21.5 21.8 4.0 4.5 10.0 4.7 

出所') Ibid.， pp. 392-393より作成。

E呼ばれ，中央政府内統制をうけない地方の自律性が実現しえていた背景には，

中央における統治ι地方における統治も地主階級が独占的排他的に担ってい

たという統治階級の同質性が存在していたと指摘されている古~24九 19世紀に入

りブルジョアジーの社会的・経済的f台頭をうけつつ，地域社会における共同体

的紐帯の解体が進行していた当時の状況下では，かかる治安判事による行政で

は，噴出する行政需要に対処しえなくなるのは必至であった。

地方における共同業務の白律的遂行に対応して. 19世紀の中葉に至るまで，

イギリスにおいては国民生活に密着した内政を担当する中央行政官庁は存在し

ていなかった。中央政府経費および収入の推移，更には1833年における中央政

府の部局別職員数を示した第3表，第4表，第5表によってその事情を見てみ

るならば，当時，軍事費とそれをまかなうための公債費が全経費の80%以上を

24) 福井，向上論士，辻，前掲書，後藤一郎『イギリス地方自治制度論』敬士也 1972年，などを
毒照L
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第5表 1833年における中央政府部局別職員数

(477) 33 

単位入

I 収入部局 18，593 N タト 交 106 

大 蔵 省 115 クト 務 省 39 

関 税 局 9，459 植 民 省 33 

イクサイズ局 6，377 アイルラ γ ド局

印 主'" 局 458 イ シ〆 ド局 12 

税 務 局 276 外国人局 18 

貸馬車局 植民地菅録官 4 

郵 使 局" 1，817 

V 王共室木会事財材計検産業・森査の・林管建官・理E土地局地副収収(再入入掲部・公〕

102 
木材・森林・土地収入・公

共事業・建設局" 91 91 
11 

E 軍A陸務陸軍軍部(主義局Z省れ分離し)

1，741 

1，018 vl 政府業務部局 240 

会計検査局 95 
87 

他国 (国国債家璽文局書な局局E) 

32 
陸軍大臣 1 

軍需品部 824 
113 

主計総監部 28
11 vll内 政 1，918 

陸軍給与局 24 17 
陸軍会計検査部

28 枢密院
25 

総司揮官部
26 商務省

統計局
他甲小さな部局(チェノレ 穀 物 局

v国立廃兵院のような〉
内 務 省 29 

B海海軍軍(海に本軍統本合部部りもと¥j 
感 10 院

723 首都警察
首都情神病委員会

海軍検査官 首都有料道路委員会

者 証 軍 給 与 局 路ホ委ウ員リ会ーへッド有料道
軍需部糧食課
国立海兵隊病院 臨時調査委員会

沿岸警備隊
教会織寸機賛，モ委法都γ委員市ロ会員団会，委体，惑員委善会員工委会場員，委会手員， a 

E 裁 年1 所

玉 座 部
大 法 官

民事訴訟裁判所
検疫便検局査。 官

大 法 院 郵 (再掲) 1，817 
財務裁判所 ~旦h 幣 局 30 

総計 21，田B
注 1) 収入部および公益事業部の合計で， 1，四に重複記哉 2) 1， Vに彊檀記載

3) 人員についての資料なし
4) 重檀記載のものを加えた数字で，たとえばvrr.内政P場合，郵便局を除〈と 101となる
5) 人員不明の部局を若干古むたの I~羽田合計(肱・再帰)は21， 305にはならない

出所) D. Roberts， Victonan 0円gtnSザ、 theBn"tish Welfaγe State， 1960， pp. 14-16より

作成.
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占め，収入でいえば関税 customsとイクサイズ eXClseとが， 183日年で全収入

の73%と大部分を占めていた。各部局ごとの職員数でも， 1833年当時総数21，3

05名のうち大半が収入部局とりわけ関税局9，459名，イクサイズ局6，377名 と合

計15，836名で，全体の74%が両部局で占められている事実が確認できる。これ

らの事実は，当時のイギリス中央政府の機能が戦争遂行にあることを示してお

り，そして軍隊の維持のために公債と関税，イグサイズを調達しなければなら

ず，かかる税徴収のための官吏で政府職員の大半が占められていたことを物語

っている。と同時に，当時中央政府が国民生活に直接かかわる内政については

何も為さず，地域社会の自助努力にまかせていた事実も第5表には反映されて

いる。枢密院 PrivyCouncil，商務省 Boardof Trade.内務省 Home Office 

の各部局はそれぞれ17名， 25名， 29名正きわめて少ない官吏辛子擁していすこにす

ぎなかったのである。いわゆる社会サービス的業務のみならず，治安・警察業

務についても地方にまかされ，それを担う部局は存在していなかった。行政学

の領域における先行研究が示すように，国内行政に関する中央行政官庁はすべ I

てが19世紀中葉以降になってj 議会あるいは枢密院の中の委員会から生成・発

展してくるのであった問。しかも重要なことは，本稿で見る査察官の仕事がイ

ギリスの内政に関する中央官庁を形成して〈るのであり， Iこれら中央行政官

庁の行政は監査官(査察官のことー 引用者〉の行政であり，中央行政官庁と

はこれら監査官の中央機関であるJと言われているのである'"

以上，共同体的諸関係にもとづいた旧来の行政の機構や制度では，激増する

行政需要に対処Lきれなくなっていたのは明らかであり，ここに，査察官制度

が登場してこざるをえなかった歴史的背景が存在している。今，かかる諸点を

整理し，簡単に確認しておけば次D通りである。第1に，社会構成体の歴史的

移行に着目しつつ当時の状況を規定すれば， 19世紀中葉のイギリス社会は産業

革命を経て資本主義が確立する時期に相当しており，経済的社会的にも力を得

25) 綿貫，前J司書， 168-169へージ。

20) 向上， 172へージ.
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てきたフソレジョアジーが，旧来の地主階級の支配に適合していた社会・国家構

造を自らに適合したものに改造する課題を有して，歴史的発展の合法則性陀の

っとって舞台に登場してきていたということである。第2に，ブルジョアジー

に巨額の富の蓄積を許した産業草命は，その対極に貧困を蓄積させ，労働者家

族の生命の再生産の危機をもたらすほどに地域社会，家族共同体の共同莱務を

解体させたということである。これによってもたらされた，社会戦争の完全な

勃発といわれるはどの社会の解体の進行は，労働者階級の運動の成長とあいま

って，支配階級を震えあがらせるものであった。第3に，かかる共同業務の解

体，社会の解体は，社会の手によるその再建を現実的課題にきせており， しか

もこの膨大に生じる行政需要は従来の行政の供給体制では処理しえずその変革

を迫っていたということである。無給の名誉職に上る中央・地方を通ずる行政

のあり方しかりであり，全国的規模での資本の運動にともなう社会問題に対処

する地方的努力しかりであった。

以上をふまえて問題状況を一言すれば，興隆してきたプノレジョアジーにとっ

て，労働者家族の生命の生産・再生産の危機を生み出す共同業務の解体，社会

の解体を前にしては. (かかる事態を自らの資本蓄積でもたらしてきたにもか

かわらず〕解体に歯止めをかけそれを再建の途上にのせなければ自らの統括す

る新社会の実現は不可能であったということであり，その前途に立ちふさがっ

ていたのがかつての地主階級による支配に適合してはし、たが今や桓桔と化した

中央・地方を通ずる行政機構，素人による無給・名誉職的統治のあり方であっ

たのである。ここに. 19世紀中葉に至って査察官制度が背負って登場してきた

時代的課題が存する。かかる査察官制度については節を改めて論ずることとす

る。

III 査察官制度の成立

査察官とは，内務大臣の任命による工場査察官，刑務所査察官，鉱山査察官，

墓地査察官ら，枢密院議長の任命による教育査察官ら， そして議会の独立委員
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会たとえば救貧法委員会の任命による救貧法副委員 poor'Law Assistant Com 

missioners (のちに査察官に名称変更〕 らの，いわゆる勅命公務員のことであ

り27) 1833年の工〆場査察官をかわきりにそれら査察官らが以後ほぼ20年の聞に

イギリス国民の社会的生活にかかわった領域での行政機構の原型をつくりあげ

ていった(第 6表参照〕。そして，それら査察官の重要性は， 1833年工場法の

画期的性格が示すように， 般的法律の実施を見'ずる番人としての性格をもっ

乙とにある。 18日2年を始めとする初期工場法は， i法の実施を強制Jずる行政機関

を欠いていたがために，労働者保護の用な為さなかったのであった劉》。

最近のイギリスにおける研究に従フて，地方政府や私企業の活動を全国的規

模で規制する常設の中央行政官庁の行なう査察の目的を整理するならば，第 1

に，向分のカではどうすることので舎ない個人の保護，第2に，刑務所や救貧

院におけるような処遇。統一，第3に，学校におけるような国の補助金の使途

監督，第4に， (上記すべてを含めての〉その実施，であるといえよう"】。そ

して，中央政府の政策の実施にあたる査察官らに与えられた権忠良は，部局によ

ってまちまちではあったが，すべ℃に共通するものとして地方の当局者や地域，

工場などり査察とそれにもとづく報告書の公刊があり""そして，査察官自身

が述べるごとし 「査察官の最も重要な仕事は，実直で忠実な報告者のそれで

あり，査察制度は真実を探し出し報告するがために，なかんずくこれがために

存在しているJ21)のであった。

この調査について略述すれば，査察官の調査は，イギリス社会に重くのしか

かっていた社会的弊害の実態を解明するために行なわれ， しかも当該の管轄卜

の地方政府の記録文書を調べその職員に聴きとるにとどまらず， 自ら地域へ出

か日て行き直接に労働者と接して彼らの状態を調べるという仕方で綿密に行な

27) 口 Roberts，op. cit.， pp. 152-167，“lnspectors "の項を参照.
28) 1田3年エ場法の意義については.さしあたり， B. L ハチンX，A ハリソソ，穴前，右畑，

高島，安保共訳『イギリス工場法の歴史』新評論.1976年，を参照。
29) U. R. Q. Henriqu田 . oP. cit.， p. 251 
30) D. Roberts，。ρ cit.，p. 106 
31) Ibid， pp. 206--207，教育査察官アーノノレド M.Arnoldのことば.
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第 6表新たな中央政府機関

.I 常設の一般行政部局

A 独立委員会

1，救貧法委員会 (1834午創設)

2，教会委員会(1836年〕

3，精神病委員会(1842年〕

4，慈善委員会 (1邸4年)

5，出世・死亡・結婚登録官 (1836年〉

B 内務省査祭r白

1，工場査察官 (1833午〉

2，刑務所査察官 (1835年 1854年
以降は感化院も査察〕

3，解剖]斉察官(1839年〕

4，鉱山査察官 (1842年， 1850年〕

5，墓地査察官(1854年〕

6，警察平年察官 (1856年〉

C 植民省

植民地・移民委員会 (1839年〕

D 枢密院の部局

1，教育委員会 (1839年)

2，商務省

a 海運局 (1850年〉

b 科学技術局 (1852，竿〕

c 鉄道局く1839年〉

d 特許発明委員会 (1850年〕

e 株式会社登録局 (1833年〕

f 意匠登緑局(1839す〉

E 常設の首都関係部局

A 内務省首都警察

1，共同簡易宿泊所査察官 (1853年)

2，有毒物取引査察官 (1854年〕

B 木林・森林・公共事業局・テムズ河
岸通り，公園，街路に権限拡張

C 商務省

1，ロンドン水源査察官 (1852年)

えロソドン右炭陸揚げ規制委員会
く1剖 3年〉

D 首都下水委員会 (1817年〉

E 首都建設委員会 (1844年〉

E 臨時委員会

A 行政

1，オックスフォード大学妥員会
(1お4-1858年〉

2， 1日分(1)1税・囲い込み・コピーホ
ルド委員会〈各々1836年， 1841 

年， 1845竿;1邸1年に統合〕

B 調査委員会

1，制定法

2，ケンブリッジ大学

3，芸術

4，エュ カッスノレ・コ νラ

5， Pγ ドン都市団体

6，慈善的寄付

7， 3つの選挙争議

8，商法

9，書留運搬

10，カウンティ裁判所

)

〉
1

2
〉

注

師

i 
1833年以降創設されI 1854斗時点で活動中のもの
この他に.18日年には廃止されていたが，公衆帯生局が存在していた
Ibid.， pp. 93-96 より。
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われたのであった。当然，諸利害が査察官の調査に抵抗したとえば公衆衛生

査察官の場合査察対象となる不衛生な住厨の所有者の抵抗を受けることがあっ

たが，地方税納税者の10分の 1の請願書に支えられて'"調査は徹底的に行な

われた。

「都市職員，牧師，医師，ジャーナりスト，そしてやじ馬をともなって査察

官は古し、汚水だめを苦心して掘り出し積め込まれた下宿屋を訪問¥..-，路地に

わらを敷いて隠したごみを探L出した。このように地域を一巡してから企察官

は地方救貧委員 guard即1s十医務官の話を聞いた。」叫

査察官らは，労働者階級に近づけば近づくほど社会弊害を理解する最良の調

査機会が得られるとして..九ありのままの事実 unvarnishedtruthをつきとめ

支配階級の視野に下層階級の悲惨さの詳細を提供していったのであった加。

こう Lて精力的に集められた事実をも Eにま Eめあげられ汗杏察官報告書は，

労働者階級の状態を仔細に明るみに出し，社会改良をめざす諸法律の実施状況

を詳Lく述べるだけにとどまらず，地方政府の担うべき仕事についての広範で

専門的・科学的な情報を提供することで地方政府による 層の改良の前進を促

がしまた，労働者階級の苦痛の除去を保障する完全な立法を求める「ヒクト

リア社会改良の青写真」をも提供するものであった.e，。こうして査察官報告書

は， w資本論』の著者がその第 l版序文で強調してみぜた， ドイツその他の大

陸諸国に比してきわだっていたイギリスの社会統計の基礎を形成すると同時

にgァ九社会改良を促進するアジテ タ の役割をも担わされていたのであった。

それでは，いかなる人々が査察官に任命されたのであろうか。ロパ ツの研

究によれば， 1833年から1854年の聞に査祭官に任命された者は，工場査察官に

7名，衛生査察官14名，教貧法副委員36名，刑務所査察官10名，教育査察官29

32) 後出l 注 47:審開w

33) D. Roberts. 0β cit.， p， 205 

34) Ibid.， p. 204 

35) Ibid.， p. 206 

36) Ibid.， pp. 218-219 

37) K. Manζ，aι 0.， S. 15，邦riR， 9-10ベーン。
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名，精神病委員16名，鉄道査察官 8名，鉱山査察官 5名. 10分の 1税委員 4名，

移民委員 2名，海運査察官 2名， ウエールズ道路査察官 2名，慈善委員会査察

官 2名，墓地査察官2名，有毒物取引査察官 1名，科学技術局査察官 1名と計

139名が判明しており， 若干の部局において不明があるがこれがほぼ当時の査

察官の全体像を示すものとなっている 88)。

彼らの出身階層について見れば，家族の素性の知れている64名のうち. 23名

が地方地主 SqU1児島同じく 23名が知的職業 profession(うち牧師 clergymari.

7名，法律家 lawyer7名，医師 doctor6名，校長 schoolmaster3名). 4名

が軍人. 6名が実業界の家族の出身であった。査察官になった人々が受けた教

育についていえば，情報のある82名のうち. 63名が大学教育(オッグスフォー

ド26名， ケンブリッジ21名， その他スコットラ γ ド大学， ダプリンりトクリ

ニティ・カレッジ， ロンドンのキ γ グズ・カレ

ヴジなど)を受け， その他の人々についても，

パデリッグスクーんや四法学院 the Inns of 

Court，英国土官学校RoyalMilitary Academy， 

王立技師学校 Royal Engineering School，医

学学校 medicalschoolなどで教育を受けてい

た。こうした彼らが査察官に任命された時従事

していた職業についていえば， 第 7表の通り，

情報がある89名のうち58名までが医師， 牧師，

弁護士など知的職業に従事していたのであっ

Tこ"，。
こうして見れば， 彼らの家庭は息子に十分な

教育を受けさせるだけの富を持った， 地方のジ

ェントルマンや知的職業人や実業家であり「中

38) D. Roberts，。ρ cit.，pp". 327-333 
39) Ib品d.， p-p. 152-154 

第 7表査察官に任命された
時の職業

知的職業 58 

牧 師 14 

弁 護 士 12 

医 師 16 

教 師 5 

大学の講師 3 

技 師 8 

海 軍 3 

陸 軍 12 

石 炭監督官 3 

実 業 家 5 

出所) lbid.， pp. 153-154より
作成。
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産階級上層の人々」であったといいうる"らしかも査察官自身知的職業に従事

していて任命された者がきわめて多いことは， r新しい部局の機能そのものが，

ごく当然に，法律や医学や技舗の分野で訓練を受けた専門家を必要と Lてい

た」叫こと， すなわち査察官に安請される公務労働の質が高度の専門性と科学

的知識をもったもり Eなければならず，さもなくば地域社会，家族共同体の解

体の進行をくいとめ社会的に再建しえない状況にあったことを物語っているの

である。

査察官の給与については，工場査察官が一番高給で年に1ρ00ポンド，教育査

第 8表 中央政府職員の給与一額[l83o年]

部 局 |人員数|給与額|持説平

大 蔵4 省 92 56，346fν 612~ν 

枢 密 院 18 9，958 553 

商 務 省 29 11，331 391 

内 務 省 30 19，678 656 

外 務 省 39 21，5自4 553 

植 民 省 31 20，487 661 

陸 軍 省 84 32，042 381 

海 軍 821 227，971 278 

会計検査局 130 39，050 300 

印紙・税務局 660 106，347 

イクサイズ局 6，072 722，456 119 

毘岸警官誌を合占
11，602 940，762 81 

郵 使 局 1，774 124，439 70 

そ の 他 2，196 453，827 207 

総 計 ぉ，578 I 2，7田，278 I 

注〉 ζこでいう陸軍省には，軍需品部，主計総監部，陸軍給与局など
の部閣は古まれていないー海軍は，すべてを含んだ数字、第5ま議参
照，

出所 G.R. Po;rler， The Progres.s甲C'the Nation， a newedition， 
ed. by F_ W. Hirst. 1912， pp白日8-1田9

察官が 450ポンドにプラスして旅行した際に支給される額が 1自に15シリング

4のあid.， p. 152 
4η Ib起， p. 157 
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(年間に合計約 850ポンドとなる)，救貧法副委員は 700ポンドにプラスして

1日に lギニ(年間合計1，000ポY ド)，刑務所査察官は鉄道中馬車の運賃を除

いては一切手当てなしで年に 700ポンド，鉱山査察官は年に 600ポンドであ

り'"全体としては平均して約 600ポンドというのが査察官。給与であった叫。

かかる査察官らの給与水準は， ["その仕事の骨のおれる性格や， これら巡回官

吏の必要とされた大雪な能力に，決して見合うものではなかった」ω といわれ

てはいるが，当時の政府官吏の給与水準から見れば第8表にも示されてし、るよ

うに上級公務員としての地位にそれなりに見合った額であると判断できょう。

無給の名誉職と素人の労働奉仕によョていた従来の共同業務の遂行から，専門

的で科学的知識を有L経験を蓄積し仕事に専念Lうる有給の公務労働者に.1:7.>

公務の遂行への確実な転換がここに見てとると Eができょう。

とう Lて中央政府の公務員として任命・配置きれた査察官が，法律の番人と

して社会改良に精力的に奔走することとなるが，なかでも中央政府の政策目実

施を実際に担う地方行政機構の近代化を推進することが大きな仕事として彼ら

の肩に背負わされることとなる。

たとえば「中央・地方関係の真の革命J45)をもたらしたとされる1834年の救

貧法改正においては，法実施主体と Lての地方に，治安判事と地域住民〔もち

ろん納税者〕から選出される救貧委員 guardianof the poor とで構成される

地方救貧委員会 Boardof Guardiansが新たに設けられ，市場を中心とする

日常の生活圏を配慮した教区連合 PoorLaw U nionがいくつかの教区を合併

して行政の基礎単位と Lて設けられ，そして専門の有給職員が地方救貧委員会

の任命により配置されることとなり，それら新しい地点当局が査察官(当初，

数貧法副委員〉を通ずる中央統制に服するよととされたが，地方において確実

に委員会を設けさせ新しい行政機構を，かつての治安判事の権限を奪い玄りな

42) 11低， p. 166 
43) U. R. Q. Henriq，凹S，op. cit.， p. 252 
44) D. Roberts，。ρcit.，p. 166 
45) Ibid.， p. 38 



42 (486) 第 127巻第6号

がら，整備していくことは並大抵のことではなかった。 1848年の公衆衛生法に

おいても，新救貧法におけると同様に地方公衆衛生局 LocalBoard 01 Health 

を納税者の選出により設置し(但L.治安判事は含まず)，そこにおける専門

職員としての公害監視官 surveyorand inspector of Nuisance の設置， 自然

の排水区域と一致するような新たな行政の地域的単位としての区 districtの設

置が定められるなど削，査察官行政に主導された地方行政機構の近代的整備の

歩みが開始されることとなったが， 1854年には時限立法としての48年公衆衛生

法自体の継続が打ち切られるなど査察行政に対する抵抗は大きく，ストレート

な前進は実現しえなかったm。

かかる行政機構近代化とそれを促進する中央政府の査察官とに対する反発は，

査察行政の推進者ヲャドウィック E.Chadwickをして利己主義の陰謀といわ

しめたものであり，たとえば反救貧法運動におし、ては査察官らが指摘するよう

に，貧民への賃金補助打ち切りで庖の売り上げが落ちると心配する商庖主?居

酒屋の主人，低賃金を維持する手当制度 allowance，systemから利益を得てい

る小借地農業家，工場主j そして公金私消のうまみがなくなる救貧監督官たち

overseersが査察行政に反対の先頭に立ち."公衆衛生改革に対しても， 肉屋

や魚屋の貧欲，穴倉住宅 cellartenementsの所有者の利己主義，居酒屋，ビー

ル販売人，アルコール商人，小屋財産 cottageproperty所有者たちの特別利

害が地方税の高負担を恐れて立ちふさがり，教区主義者 vestrypatriots や官

職保有者 officeholdersがこれらに加担して行政機構の近代化に反対したので

46) 以上旬新荻貧怯や公衆宿生法にもとづく行政機構の説田は，福井，前掲論文 r'議会の責企時
代』における治安、判事と議会政治の構造ム 赤木，前掲論文 r1834年の救貧法の改正[， 同，
11848.年の公畢衛生法の成立」によった.

47) 1848年の公衆帯生法自体，中央集権的要素がきわめて強いと反対された結果，地方局の設置
は，過去7年間の平均死亡率が人ロの 2.3%をこえる場合には強制的に行なえたが，そうでない
場合は耕民者の10分の 1の請願が必要kきれ"， (赤木，前掲論文 11848<手の公衆揖牛法の成立 L

武居良明「イギリス産業革命期における公衆衛生問題J W:社会経済史学』第40巻第 4号〉

48) D. Robcrts， ot; cit.， p. 278. なお，都市においては，これらの「地方自治」に執着をもった
中間階級と， 1832年選挙法改正後の「革命的興奮」苫めやら白骨働者階紐とが同盟し，反故賛法
運動として，査察官に対し強閣にたたかった (Ibid.，p. 274)0 
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あった40l。

旧来の地方的で地主社会的統治に適合していた行政機構や行政のあり方に寄

生して利益を得ていたさまざまな勢力に対し査察官らが行なったのは，旧来の

行政の供給体制]の限界と新たな行政機構の優位性を説いて回ることであったo

反抗的で中央政府の施策や新しい近代的行政を理解しえていなかった地方官吏

には，文書による通達は何の効果ももたないのは当然であり，高度の専門的知

識を有 L社会改良に情熱を傾ける査察官自身が，各地を巡回し地方官吏と直接

に按L彼らを説得 persuaSlOn して新しい行政に向かわせることが効果的であ

った'"。その際，中央政府の施策の採用が地万町自主的努)Jによるものである

ように極力注恵された V'にまた，査察官には当該の地方団体と協調関係に立

ちうる人々が，すなわち，救貧法副委員の多くには地主階級出身の者が任命さ

れ，教育査察官には宗教関係者が任命されたのであった'"

こうして，地方において地方自治の新たな単位としての各種地方委員会を納
官

税者民主主義にもとづき設置しながら'"'地方Eの協調関係幸子保つことで確実

に中央集権的た近代的行政機構をうち立てる役割を査察官は果たしていったの

49) Ibid.， p. 281 

50) 査察官らが行政の手段として説得の方法を採用せざるをえなかった事情については Ibid.，
pp. 287-却 3，を参照q

51) たとえば， 1840年に出された教育査察官に対する教育局長ケイ・シャ lヮルワースの訓令
instructions を見上(EηiglishHistorical Documents.叩 1.XII(1) 1833-1874， 195" 
pp. 856-858λ 

52) D. Roberts， 01う cit.，pp. 155-157 

日〕 先に見たように，新救貧法や公*'衛生法などにおいては，地方行政機関として設置されていっ

たのはそれぞれ地場や権限を異とする特FA目的のための adhoc行政団体であり， そのため，

のちには「行政団体の混沌，管轄権の混沌，課税の混沌，選挙権の混沌，何よりも区域の混沌」

といわれる状況を生み出L.1888年. 1894年の地方自治法 LocalGovernment Actによる整理

統合をまたねばならなかった。しかしながら，当時の一般目的のための allpur!Xlses行政機関，

たとえぼ市会止どは，地方的な私的刺害による利権あさりの輯行で，安心して新たな権限を付与

して行政をまかせきれない状況にあったのであり(都市団体につL、ては，藤田武夫「第19世紀初

期における英国資本主義と地方自治J'立融経済学研究』第8巻. 1954~年，参照)， したがって，

アドホックな仕方を採用することは避けられず，逆に，その時点における積極性を意味するもの
であった。，アドドックな環境にすばや〈適応した鋭い眼諸Sは，イギリスの行政国家に，実践的

効率性をーーその効率性が査察官と委員 commlsiOne自に多くの改革を遂げさせたのであるが
一一一与えたJ (0. Roberts，ο't. cit.， p. 320) 0 
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であり，それ以降今日に至るまでのイギリスの中央地方関係を特徴づける「協

調関係」の基礎を形成したりであった出〉。資本主義の祖国イギリ λは，査察官

制度によって，近代的地方自治と中央集権とを統一的に獲得したのであり，ロ

バ ツのいうように i査察という考えは新しし、国家の ζのうえのない特徴と

なった。それは，地方政府の白治を保持しながら，かっ，最悪の社会的弊害の

緩和を確実に行なう魔法の方式であった。J55)

おわりに

イギリス資本主義社会においては， 1832年選挙法改正によるプルジョ Yジー

の政治支配実現後も長らく土地所有の力が強大であり，議員構成や閣僚レベノレ

におけz政治の世界では，引き続き地主・貴放階級による統治にまかされてい

た。しかLながら，行政のレベルでは，中央・地方を通じて確実に近代化=プ

ノレジョ 7化が進行していったのであり，干れ幸子担っ売もの土そ査察官に他なら

なかった。資本主義は，与の基礎である賃労働者を創出する過程において，貨

幣り権威を全国至る所に確立し共同業務の解体をもたらすことで大規模に行政

需要行政の材料を増大させていったのであり，そのことが，限界をむかえて

いた行政の供給体制の変革を促がして，労働者家族の健康・発達を保障Lうる

公務労働の新たな形成をもたらすこととなった。その場合，共同業務の解体に

よる労働者家族の生命の再生産の危機的状況が，科学的で専門的知識を有する

有給の公務労働による，再生産条件の回復を不可欠のものとし逆に，かかる

公務労働であったが故に，中央・地方を通ずる行政機構の近代化を大きく推し

進めることがロI能となり， フノレジョア社会に適合的な国家・社会構造への改造

54) イギリスの中央地方関係を協調関係として特徴づけることは，行政学の分野においては通説と
なっている固たとえは，綿貫，前掲書，蝋山政道『英圏地方行政の研究』国土社， 1949年，を見
よ。

55) D. Roberts， ot. cit.， p. 319. H.ファイナ は，査察官制度を「ホワイト・ホルの『固と
耳'Jと呼び，しかも「単に見て聴くだけではなく， 中央当局に代わって話し，行動しさえも曾
る」とl イギリス国家における重要な役割を強調している (H.Finer， E~匁glish Lθ四 ，IG即 ."η
ment， 1933， 4th edition， revised. 1950， p. 344). 
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が可能となったといえよう。

資本主義はこうして労働者家族の健康と発達を保障しうる公務労働を成立せ

しめた。本稿の展開で確認しておくべきことは，資本主義の成立期に，同時に

形成きれてきた労働者階級の運動に促迫されつつ，地主階級に対する資本家階

級の歴史的進歩性に支えられて，かかる公務労働が成立したということである。

しかしながら，資本主義社会が生み出 L，その胎内で機能する制度を，旧来の

社会構造や行政機構に対する歴史的進歩性としてのみ評価することは片手落ち

といむね』どならない。とりわけ，査察官制度が労働者家族の健康と発達を保障

Lうる公務労働として評価されうる以上，本制度のかかる公務労働としての機

能は，資本の営利主義と官僚主義的傾向とに対決せざるをえないのであり，こ

こに，資本主義が自ら生み出す制度ι支配権力を垣叩ている資本家階級との矛

盾が，労働者階級の運動とのかかわりで間閉とされてこざるをえなくなる事情

が存するといえよう。だとすれば，査察官制度成立の歴史的評価は，査察官ら

による社会改良がいかなるものであったのかをも含めて，かかる論点、に答えた

のちに総合的に下きれなければならない。本稿での分析の到達点とその限界が

ここに示され，あわせて次稿の課題が設定されたことを確認しよう。

(1981年 1月3日脱稿〉


